












別表第１（第４条、第８条、第９条、第 11条関係） 

 

１ 補助事業者として不適当な者 
⑴ 暴力団（愛媛県暴力団排除条例（平成 22 年愛媛県条例第 24 号）第２ 
条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（同条 
例第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であるとき 

⑵ 役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員（業務を執 
行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧 
問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し 
業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上 
の支配力を有するものと認められる者を含む。）をいう。以下同じ。）が 
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害 
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしてい 

るとき 
⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便 
宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力 
し、若しくは関与しているとき 

⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不 
当に利用するなどしているとき 

⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を 
有しているとき 

 
２ 補助事業者として不適当な行為をする者 
⑴ 暴力的な要求行為を行う者 
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 
⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

⑷ 偽計又は威力を用いて補助事業を担当する県職員等の業務を妨害す 
る行為を行う者 

⑸ その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第５条関係） 

 

１ 防犯カメラの区分 ２ 補助対象経費 ３ 補助基準額 ４ 補助率 

⑴ 街頭防犯カメラ 

 

防犯カメラの設置に要

する費用（管理及び運

営に係る費用を除く。） 

カメラ１台当たり 

45万円 

２分の１以内 

⑵ 子ども見守りカメ 

 ラ 

２分の１以内 

 

 


